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安全保障関連法案に対する緊急抗議声明 
 

わたしたち日本聖公会正義と平和委員会は、安倍政権が掲げる「積極的平和主義」は「戦

争で平和を創る」ということであり、集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法案は憲

法違反であるということから、安全保障関連法案の撤回・廃案を求めます。 
また、安倍総理大臣は、「国民の理解は進んでいない」と答弁しながら、７月１５日に特

別委員会にて安全保障関連法案の採決を強行したことに断固抗議いたします。 
 
安全保障関連法案は、自衛隊が「いつでも」（国際平和支援法）・「どこでも」（重要影響

事態法）・「切れ目なく」（グレーゾーン）、他国が起こす戦争に介入し、武力を行使できる

ようにする「戦争法案」です。わたしたちは、自衛隊を他国で戦う軍隊に変え、戦争をす

る国にするような法案を認めることはできません。 
 
日本国憲法は、破壊的な戦争の反省によって作られた憲法であるとともに、この戦争に

よって甚大な被害を受けた国内外の人々の尊い犠牲の上に作られた憲法です。特に憲法第

９条は「武力による威嚇又は武力の行使の放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を定め、国

内外で平和憲法と認められています。この平和憲法があるからこそ、平和国家として信頼

され、平和的外交をすすめることができるのです。 
集団的自衛権の行使を認め、世界中の戦場へ自衛隊を派遣することは、憲法９条に違反

します。 
 
わたしたちは、「平和を実現する人は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」（マ

タイによる福音書５章９節）とのみ言葉に生きる者です。戦争が平和を実現することは決

してありません。 
わたしたちは、安全保障関連法案の撤回・廃案を求め、強行採決に断固抗議いたします。 
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